
有害物の有害性に関する掲示内容の見直し・掲示義務の対象物質の拡大により必要な取組の概要

〜  労働安全衛生規則等が改正されました  〜
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特定の有害物を取り扱う場所について、有害物の有害性等を周知するため、有害物の人体に
及ぼす作用等について掲示する事項の見直し・追加を行い、対象物質が拡大されました。

安衛則第592 条の８等の掲示方法は、作業場において作業に従事する全ての者が作業中に容易に視認できる方法に
よることをいい、掲示板による掲示のほか、デジタルサイネージ 等（電子看板・掲示板）の 電子情報処理組織を使用する
等の方法があります 。

「おそれのある疾病の種類」及び「疾病の症状」の記載例については、独立行政法人労働者健康安全機構
労働安全衛生総合研究所化学物質情報管理研究センターのホームページに物質別に掲載されています。

以下の事項に関する掲示内容の詳細について示されました。

①生ずるおそれのある疾病の種類
②疾病の症状
③取扱い上の注意事項
④中毒が発生したときの応急処置
⑤使用すべき保護具

改正に係る
行政通達 令和５年３月 29 日

基発 0329 第 32 号
（４）掲示方法について

（３）掲示に係る条文の改正・新設一覧（２）掲示内容に関する概要

（１）改正の概要

① 有規則第24条  (改正)
② 特化則第38条の３ (改正)
③ 石綿則第34条  (改正)
④ 安衛則第592条の８ (新設)
⑤ 鉛則第51条の２ (新設)
⑥ 四鉛則第21条の２ (新設)
⑦ 粉じん則第23条の２ (新設)

令和５年４月 21 日
基発 0421 第１号

令和４年４月 15 日
基発 0415 第１号

（５）すべての特定化学物質に対象が拡大（イメージ図）

https://www.jniosh.johas.go.jp/groups/ghs/arikataken_report.html#m02-03

 

 広島労働局健康安全課・各 労働基準監督署

https://www.mhlw.go.jp/content/001089721.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/001080990.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/001089721.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/001080989.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/001080989.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/001080990.pdf
https://www.jniosh.johas.go.jp/groups/ghs/arikataken_report.html#m02-03


掲示物の作成例

有機溶剤（アセトン）使用上の注意点
１有機溶剤により生ずるおそれのある疾病の種類及びその症状
（１）生ずるおそれのある疾病の種類

中枢神経系障害、呼吸器障害、消化管障害
化学品分類の結果に基づく方法
アセトンの特定標的臓器毒性（単回ばく露）:区分３（気道刺激性、麻酔作用）、特定標的臓
器毒性（反復ばく露）:区分１（中枢神経系、呼吸器、消化管）に基づき記載

（２）その症状
頭痛、めまい、嘔吐等の自覚症状又は中枢神経系抑制
疾病告示に基づく記載

２有機溶剤等の取扱い上の注意事項
（１）有機溶剤等を入れた容器で使用中でないものには、必ずふたをすること。
（２）当日の作業に直接必要がある量以外の有機溶剤等を作業場内へ持ち込まないこと。
（３）できるだけ風上で作業を行い、有機溶剤の蒸気の吸入をさけること。
（４）できるだけ有機溶剤等を皮膚に触れないようにすること。

旧告示第２号に掲げる内容を記載

３有機溶剤による中毒が発生した時の応急措置
（１）中毒の症状がある者を直ちに通風のよい場所に移し、衛生管理者その他の衛生管理を担当する
者に連絡すること。

（２）中毒の症状がある者を横向きに寝かせ、できるだけ気道を確保した状態で身体の保温に努める
こと。

（３）中毒の症状がある者が意識を失っている場合は、消防機関への通報を行うこと。
（４）中毒の症状がある者の呼吸が止まっている場合や正常でない場合は、速やかに仰向けにして心
肺そ生を行うこと。

旧告示第３号に掲げる内容を記載

４使用すべき保護具
（１）呼吸用保護具適切な呼吸用保護具（防毒マスク（有機ガス用）、高濃度の場合、送気マスク空
気呼吸器）を着用すること。

（２）手の保護具適切な保護手袋を着用すること。
（３）眼の保護具適切な眼の保護具を着用すること。
（４）皮膚及び身体の保護具適切な保護衣を着用すること。

SDSにおける「ばく露防止及び保護措置」の内容を参考にリスクアセスメント結果に基づく
措置を記載

有害物ごとに掲示すべき掲示内容の注意点
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（６）掲示物の作成例（有機溶剤（アセトン））

■お問合せは、広島労働局労働基準部健康安全課または最寄りの労働基準監督署にお願いします。（R07.02）
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